
（府省名：文部科学省）

契約担当官等の氏
名並びにその所属
する部局の名称

所在地
契約の相手方の
商号又は名称

住所

平成２６年度就学義務
猶予免除者に対する
教科書の供給契約

初等中等教育
局長　小松　親
次郎

東京都千代田
区霞が関３－２
－２

平成26年7月28日

一般社団法人
全国教科書供
給協会　会長
吉田　豊

東京都江東区
千石１－９ｰ２
８

契約の性質又は目的が競争を許さない
場合（会計法第29条の3第4項）

就学義務猶予免除者に対する教科書の給与については、各都道府県に所在する特約供給所
が行っており、これらの特約供給所が本契約に関する一切の権限を委任している一般社団法
人全国教科書供給協会のほか、契約の相手方は他に存在せず、競争を許さないことから会計
法２９条の３第４項に該当するため。

- 3,558,107 - - 義務教育諸学校等の教科書を購入するものであるため。 その他

昭和４５年１
月２１日付
け会計課長
通知国会第
１８８号によ
り省略

平成２６年度後期用教
科用図書（点字版）

初等中等教育
局長　小松　親
次郎

東京都千代田
区霞が関３－２
－２

平成26年8月12日

社会福祉法人
東京点字出版
所　理事長　肥
後　正幸

東京都三鷹市
下連雀３－３２
－１０

契約の性質又は目的が競争を許さない
場合（会計法第29条の3第4項）

教育委員会等が採択した当該教科用図書を発行できる相手方は他に存在せず、競争を許さ
ないことから会計法第２９条の３第４項に該当するため。

- 7,154,802 - - 義務教育諸学校等の教科書を購入するものであるため。 その他

文部科学大
臣が認可し
た定価であ
るので予定
価格は省略

平成２６年度後期用教
科用図書（点字版）

初等中等教育
局長　小松　親
次郎

東京都千代田
区霞が関３－２
－２

平成26年8月12日

社会福祉法人
日本ライトハウ
ス　理事長　橋
本 照夫

大阪市鶴見区
今津中２丁目
４番３７号

契約の性質又は目的が競争を許さない
場合（会計法第29条の3第4項）

教育委員会等が採択した当該教科用図書を発行できる相手方は他に存在せず、競争を許さ
ないことから会計法第２９条の３第４項に該当するため。

- 4,832,253 - - 義務教育諸学校等の教科書を購入するものであるため。 その他

文部科学大
臣が認可し
た定価であ
るので予定
価格は省略

平成２６年度後期用教
科用図書（点字版）

初等中等教育
局長　小松　親
次郎

東京都千代田
区霞が関３－２
－２

平成26年8月12日

社会福祉法人
東京ヘレン・ケ
ラー協会　理事
長　三浦　拓也

東京都新宿区
大久保３－１４
－２０

契約の性質又は目的が競争を許さない
場合（会計法第29条の3第4項）

教育委員会等が採択した当該教科用図書を発行できる相手方は他に存在せず、競争を許さ
ないことから会計法第２９条の３第４項に該当するため。

- 5,861,305 - - 義務教育諸学校等の教科書を購入するものであるため。 その他

文部科学大
臣が認可し
た定価であ
るので予定
価格は省略

平成２６年度後期用教
科用図書（点字版）

初等中等教育
局長　小松　親
次郎

東京都千代田
区霞が関３－２
－２

平成26年8月12日

社会福祉法人
視覚障害者支
援総合センター
理事長　高橋
実

東京都杉並区
上荻２－３７－
１０Keiビル

契約の性質又は目的が競争を許さない
場合（会計法第29条の3第4項）

教育委員会等が採択した当該教科用図書を発行できる相手方は他に存在せず、競争を許さ
ないことから会計法第２９条の３第４項に該当するため。

- 1,726,980 - - 義務教育諸学校等の教科書を購入するものであるため。 その他

文部科学大
臣が認可し
た定価であ
るので予定
価格は省略

平成２６年度後期用教
科用図書（点字版）

初等中等教育
局長　小松　親
次郎

東京都千代田
区霞が関３－２
－２

平成26年8月12日

社会福祉法人
日本点字図書
館　理事長　田
中　徹二

東京都新宿区
高田馬場１丁
目２３番４号

契約の性質又は目的が競争を許さない
場合（会計法第29条の3第4項）

教育委員会等が採択した当該教科用図書を発行できる相手方は他に存在せず、競争を許さ
ないことから会計法第２９条の３第４項に該当するため。

- 1,349,418 - - 義務教育諸学校等の教科書を購入するものであるため。 その他

文部科学大
臣が認可し
た定価であ
るので予定
価格は省略

平成２６年度後期用教
科用特定図書等

初等中等教育
局長　小松　親
次郎

東京都千代田
区霞が関３－２
－２

平成26年9月1日

社会福祉法人
東京点字出版
所 理事長　肥
後　正幸

東京都三鷹市
下連雀３－３２
-１０

契約の性質又は目的が競争を許さない
場合（会計法第29条の3第4項）

教育委員会等が採択した当該教科用図書を発行できる相手方は他に存在せず、競争を許さ
ないことから会計法第２９条の３第４項に該当するため。

- 221,379 - - 義務教育諸学校等の教科書を購入するものであるため。 その他

平成２６年度後期用教
科用特定図書等

初等中等教育
局長　小松　親
次郎

東京都千代田
区霞が関３－２
－２

平成26年9月1日

社会福祉法人
日本ライトハウ
ス　理事長　橋
本　照夫

大阪市鶴見区
今津中２丁目
４番３７号

契約の性質又は目的が競争を許さない
場合（会計法第29条の3第4項）

教育委員会等が採択した当該教科用図書を発行できる相手方は他に存在せず、競争を許さ
ないことから会計法第２９条の３第４項に該当するため。

- 148,307 - - 義務教育諸学校等の教科書を購入するものであるため。 その他

契約名称及び内容

契約担当官等の氏名並びにその所属
する部局の名称及び所在地

契約締結日 備考

平成27年度以降も競争性のない随意契約とならざるを得ないもの

随意契約によらざるを得ない事由

随意契約
によらざる
を得ない

場合とした
財務大臣
通知上の
根拠区分

契約の相手方の商号又は名称及び
住所

随意契約によることとした会計法令の根拠条文 随意契約によることとした理由 予定価格 契約金額 落札率
再就職の
役員の数
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契約担当官等の氏
名並びにその所属
する部局の名称

所在地
契約の相手方の
商号又は名称

住所

契約名称及び内容

契約担当官等の氏名並びにその所属
する部局の名称及び所在地

契約締結日 備考随意契約によらざるを得ない事由

随意契約
によらざる
を得ない

場合とした
財務大臣
通知上の
根拠区分

契約の相手方の商号又は名称及び
住所

随意契約によることとした会計法令の根拠条文 随意契約によることとした理由 予定価格 契約金額 落札率
再就職の
役員の数

平成２６年度後期用教
科用特定図書等

初等中等教育
局長　小松　親
次郎

東京都千代田
区霞が関３－２
－２

平成26年9月1日

社会福祉法人
東京ヘレン・ケ
ラー協会　理事
長　三浦　拓也

東京都新宿区
大久保３－１４
－２０

契約の性質又は目的が競争を許さない
場合（会計法第29条の3第4項）

教育委員会等が採択した当該教科用図書を発行できる相手方は他に存在せず、競争を許さ
ないことから会計法第２９条の３第４項に該当するため。

- 176,745 - - 義務教育諸学校等の教科書を購入するものであるため。 その他

平成２６年度後期用教
科用特定図書等

初等中等教育
局長　小松　親
次郎

東京都千代田
区霞が関３－２
－２

平成26年9月1日

社会福祉法人
視覚障害者支
援総合センター
理事長　高橋
実

東京都杉並区
上荻２－３７－
１０ Keiビル

契約の性質又は目的が競争を許さない
場合（会計法第29条の3第4項）

教育委員会等が採択した当該教科用図書を発行できる相手方は他に存在せず、競争を許さ
ないことから会計法第２９条の３第４項に該当するため。

- 51,055 - - 義務教育諸学校等の教科書を購入するものであるため。 その他

平成２６年度後期用教
科用特定図書等

初等中等教育
局長　小松　親
次郎

東京都千代田
区霞が関３－２
－２

平成26年9月1日

社会福祉法人
日本点字図書
館　理事長　田
中　徹二

東京都新宿区
高田馬場１丁
目２３番４号

契約の性質又は目的が競争を許さない
場合（会計法第29条の3第4項）

教育委員会等が採択した当該教科用図書を発行できる相手方は他に存在せず、競争を許さ
ないことから会計法第２９条の３第４項に該当するため。

- 32,129 - - 義務教育諸学校等の教科書を購入するものであるため。 その他

平成２６年度後期用教
科用特定図書等

初等中等教育
局長　小松　親
次郎

東京都千代田
区霞が関３－２
－２

平成26年9月1日

特定非営利活
動法人　愛知
視覚障害者援
護促進協議会
理事長　髙栁
泰世

名古屋市名東
区本郷２丁目
８３

契約の性質又は目的が競争を許さない
場合（会計法第29条の3第4項）

教育委員会等が採択した当該教科用図書を発行できる相手方は他に存在せず、競争を許さ
ないことから会計法第２９条の３第４項に該当するため。

- 30,600 - - 義務教育諸学校等の教科書を購入するものであるため。 その他

平成２６年度後期用教
科用特定図書等

初等中等教育
局長　小松　親
次郎

東京都千代田
区霞が関３－２
－２

平成26年9月1日
拡大写本　所
沢はなびら　代
表　斉藤　恒雄

埼玉県所沢市
宮本町１－１
－２所沢市社
会福祉協議会
ボランティアセ
ンター内

契約の性質又は目的が競争を許さない
場合（会計法第29条の3第4項）

教育委員会等が採択した当該教科用図書を発行できる相手方は他に存在せず、競争を許さ
ないことから会計法第２９条の３第４項に該当するため。

- 146,710 - - 義務教育諸学校等の教科書を購入するものであるため。 その他

平成２６年度後期用教
科用特定図書等

初等中等教育
局長　小松　親
次郎

東京都千代田
区霞が関３－２
－２

平成26年9月1日

神奈川県視覚
障害援助赤十
字奉仕団　委
員長　中村　泰
子

神奈川県横浜
市旭区二俣川
１－８０－２神
奈川県ライト
センター内

契約の性質又は目的が競争を許さない
場合（会計法第29条の3第4項）

教育委員会等が採択した当該教科用図書を発行できる相手方は他に存在せず、競争を許さ
ないことから会計法第２９条の３第４項に該当するため。

- 90,000 - - 義務教育諸学校等の教科書を購入するものであるため。 その他

平成２６年度後期用教
科用特定図書等

初等中等教育
局長　小松　親
次郎

東京都千代田
区霞が関３－２
－２

平成26年9月1日

一般社団法人
全国教科書供
給協会 会長
吉田　豊

東京都江東区
千石１－９－２
８

契約の性質又は目的が競争を許さない
場合（会計法第29条の3第4項）

教育委員会等が採択した当該教科用図書を発行できる相手方は他に存在せず、競争を許さ
ないことから会計法第２９条の３第４項に該当するため。

- 3,056,034 - - 義務教育諸学校等の教科書を購入するものであるため。 その他

平成２６年度後期用教
科用特定図書等

初等中等教育
局長　小松　親
次郎

東京都千代田
区霞が関３－２
－２

平成26年9月1日
東京書籍株式
会社 取締役社
長 川畑　慈範

東京都北区堀
船２－１７－１

契約の性質又は目的が競争を許さない
場合（会計法第29条の3第4項）

教育委員会等が採択した当該教科用図書を発行できる相手方は他に存在せず、競争を許さ
ないことから会計法第２９条の３第４項に該当するため。

- 11,330,065 - - 義務教育諸学校等の教科書を購入するものであるため。 その他

平成２６年度後期用教
科用特定図書等

初等中等教育
局長　小松　親
次郎

東京都千代田
区霞が関３－２
－２

平成26年9月1日

大日本図書株
式会社 取締役
社長 波田野
健

東京都文京区
大塚３－１１－
６

契約の性質又は目的が競争を許さない
場合（会計法第29条の3第4項）

教育委員会等が採択した当該教科用図書を発行できる相手方は他に存在せず、競争を許さ
ないことから会計法第２９条の３第４項に該当するため。

- 3,575,506 - - 義務教育諸学校等の教科書を購入するものであるため。 その他
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契約担当官等の氏
名並びにその所属
する部局の名称

所在地
契約の相手方の
商号又は名称

住所

契約名称及び内容

契約担当官等の氏名並びにその所属
する部局の名称及び所在地

契約締結日 備考随意契約によらざるを得ない事由

随意契約
によらざる
を得ない

場合とした
財務大臣
通知上の
根拠区分

契約の相手方の商号又は名称及び
住所

随意契約によることとした会計法令の根拠条文 随意契約によることとした理由 予定価格 契約金額 落札率
再就職の
役員の数

平成２６年度後期用教
科用特定図書等

初等中等教育
局長　小松　親
次郎

東京都千代田
区霞が関３－２
－２

平成26年9月1日

開隆堂出版株
式会社　取締
役社長　大熊
隆晴

東京都文京区
向丘１丁目１３
番１号

契約の性質又は目的が競争を許さない
場合（会計法第29条の3第4項）

教育委員会等が採択した当該教科用図書を発行できる相手方は他に存在せず、競争を許さ
ないことから会計法第２９条の３第４項に該当するため。

- 1,435,089 - - 義務教育諸学校等の教科書を購入するものであるため。 その他

平成２６年度後期用教
科用特定図書等

初等中等教育
局長　小松　親
次郎

東京都千代田
区霞が関３－２
－２

平成26年9月1日

学校図書株式
会社 代表取締
役社長 奈良
威

東京都北区東
十条３－１０－
３６

契約の性質又は目的が競争を許さない
場合（会計法第29条の3第4項）

教育委員会等が採択した当該教科用図書を発行できる相手方は他に存在せず、競争を許さ
ないことから会計法第２９条の３第４項に該当するため。

- 6,482,377 - - 義務教育諸学校等の教科書を購入するものであるため。 その他

平成２６年度後期用教
科用特定図書等

初等中等教育
局長　小松　親
次郎

東京都千代田
区霞が関３－２
－２

平成26年9月1日

株式会社　三
省堂　代表取
締役社長　北
口　克彦

東京都千代田
区三崎町二丁
目２２番１４号

契約の性質又は目的が競争を許さない
場合（会計法第29条の3第4項）

教育委員会等が採択した当該教科用図書を発行できる相手方は他に存在せず、競争を許さ
ないことから会計法第２９条の３第４項に該当するため。

- 181,440 - - 義務教育諸学校等の教科書を購入するものであるため。 その他

平成２６年度後期用教
科用特定図書等

初等中等教育
局長　小松　親
次郎

東京都千代田
区霞が関３－２
－２

平成26年9月1日

教育出版株式
会社 代表取締
役社長 小林
一光

東京都千代田
区神田神保町
２－１０

契約の性質又は目的が競争を許さない
場合（会計法第29条の3第4項）

教育委員会等が採択した当該教科用図書を発行できる相手方は他に存在せず、競争を許さ
ないことから会計法第２９条の３第４項に該当するため。

- 7,516,368 - - 義務教育諸学校等の教科書を購入するものであるため。 その他

平成２６年度後期用教
科用特定図書等

初等中等教育
局長　小松　親
次郎

東京都千代田
区霞が関３－２
－２

平成26年9月1日

一般社団法人
信州教育出版
社　理事長　鈴
木　隆

長野市旭町１
０９８

契約の性質又は目的が競争を許さない
場合（会計法第29条の3第4項）

教育委員会等が採択した当該教科用図書を発行できる相手方は他に存在せず、競争を許さ
ないことから会計法第２９条の３第４項に該当するため。

- 43,816 - - 義務教育諸学校等の教科書を購入するものであるため。 その他

平成２６年度後期用教
科用特定図書等

初等中等教育
局長　小松　親
次郎

東京都千代田
区霞が関３－２
－２

平成26年9月1日

光村図書出版
株式会社 代表
取締役社長 常
田　　寛

東京都品川区
上大崎２－１９
－９

契約の性質又は目的が競争を許さない
場合（会計法第29条の3第4項）

教育委員会等が採択した当該教科用図書を発行できる相手方は他に存在せず、競争を許さ
ないことから会計法第２９条の３第４項に該当するため。

- 6,246,681 - - 義務教育諸学校等の教科書を購入するものであるため。 その他

平成２６年度後期用教
科用特定図書等

初等中等教育
局長　小松　親
次郎

東京都千代田
区霞が関３－２
－２

平成26年9月1日

株式会社　新
興出版社啓林
館 代表取締役
佐藤　徹哉

大阪市天王寺
区大道４－３
－２５

契約の性質又は目的が競争を許さない
場合（会計法第29条の3第4項）

教育委員会等が採択した当該教科用図書を発行できる相手方は他に存在せず、競争を許さ
ないことから会計法第２９条の３第４項に該当するため。

- 3,054,789 - - 義務教育諸学校等の教科書を購入するものであるため。 その他

平成２６年度後期用教
科用特定図書等

初等中等教育
局長　小松　親
次郎

東京都千代田
区霞が関３－２
－２

平成26年9月1日

日本文教出版
株式会社 代表
取締役社長
佐々木　秀樹

大阪市住吉区
南住吉４－７
－５

契約の性質又は目的が競争を許さない
場合（会計法第29条の3第4項）

教育委員会等が採択した当該教科用図書を発行できる相手方は他に存在せず、競争を許さ
ないことから会計法第２９条の３第４項に該当するため。

- 6,004,714 - - 義務教育諸学校等の教科書を購入するものであるため。 その他

平成２６年度後期用教
科用図書（一般図書）

初等中等教育
局長　小松　親
次郎

東京都千代田
区霞が関３－２
－２

平成26年9月1日

社会福祉法人
日本ライトハウ
ス
情報文化セン
ター 館長 竹下
亘

大阪府大阪市
西区江戸堀１
丁目１３番２号

契約の性質又は目的が競争を許さない
場合（会計法第29条の3第4項）

教育委員会等が採択した当該教科用図書を発行できる相手方は他に存在せず、競争を許さ
ないことから会計法第２９条の３第４項に該当するため。

- 2,368,800 - - 義務教育諸学校等の教科書を購入するものであるため。 その他
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平成２６年度後期用教
科用図書（一般図書）

初等中等教育
局長　小松　親
次郎

東京都千代田
区霞が関３－２
－２

平成26年9月1日
宝塚点字友の
会 代表 木内
孝子

兵庫県宝塚市
売布東の町１
２－７　ぷらざ
こむ１

契約の性質又は目的が競争を許さない
場合（会計法第29条の3第4項）

教育委員会等が採択した当該教科用図書を発行できる相手方は他に存在せず、競争を許さ
ないことから会計法第２９条の３第４項に該当するため。

- 468,000 - - 義務教育諸学校等の教科書を購入するものであるため。 その他

平成２６年度後期用教
科用図書（一般図書）

初等中等教育
局長　小松　親
次郎

東京都千代田
区霞が関３－２
－２

平成26年9月1日

特定非営利活
動法人　愛知
視覚障害者援
護促進協議会
理事長 髙栁
泰世

愛知県名古屋
市名東区本郷
２丁目８３

契約の性質又は目的が競争を許さない
場合（会計法第29条の3第4項）

教育委員会等が採択した当該教科用図書を発行できる相手方は他に存在せず、競争を許さ
ないことから会計法第２９条の３第４項に該当するため。

- 209,100 - - 義務教育諸学校等の教科書を購入するものであるため。 その他

平成２６年度後期用教
科用図書（一般図書）

初等中等教育
局長　小松　親
次郎

東京都千代田
区霞が関３－２
－２

平成26年9月1日
ＮＰＯ法人ぽ
こ・あ・ぽこ 理
事長 菅　勝彦

大阪府大阪市
中央区高津３
－１－２１
日本橋ムーン
ビル６０１

契約の性質又は目的が競争を許さない
場合（会計法第29条の3第4項）

教育委員会等が採択した当該教科用図書を発行できる相手方は他に存在せず、競争を許さ
ないことから会計法第２９条の３第４項に該当するため。

- 52,500 - - 義務教育諸学校等の教科書を購入するものであるため。 その他

平成２６年度後期用教
科用図書（一般図書）

初等中等教育
局長　小松　親
次郎

東京都千代田
区霞が関３－２
－２

平成26年9月1日
岡山拡大写本
の会代表橋本
泰子

岡山市東区目
黒町５００－１
５９

契約の性質又は目的が競争を許さない
場合（会計法第29条の3第4項）

教育委員会等が採択した当該教科用図書を発行できる相手方は他に存在せず、競争を許さ
ないことから会計法第２９条の３第４項に該当するため。

- 135,000 - - 義務教育諸学校等の教科書を購入するものであるため。 その他

平成２６年度後期用教
科用図書（一般図書）

初等中等教育
局長　小松　親
次郎

東京都千代田
区霞が関３－２
－２

平成26年9月1日
拡大写本　所
沢はなびら 代
表 斉藤 恒雄

埼玉県所沢市
宮本町１－１
－２
所沢市社会福
祉協議会ボラ
ンティアセン
ター内

契約の性質又は目的が競争を許さない
場合（会計法第29条の3第4項）

教育委員会等が採択した当該教科用図書を発行できる相手方は他に存在せず、競争を許さ
ないことから会計法第２９条の３第４項に該当するため。

- 160,455 - - 義務教育諸学校等の教科書を購入するものであるため。 その他

平成２６年度後期用教
科用図書（一般図書）

初等中等教育
局長　小松　親
次郎

東京都千代田
区霞が関３－２
－２

平成26年9月1日

神奈川県視覚
障害援助赤十
字奉仕団 委員
長 中村 泰子

神奈川県横浜
市旭区二俣川
１－８０－２
神奈川県ライ
トセンター内

契約の性質又は目的が競争を許さない
場合（会計法第29条の3第4項）

教育委員会等が採択した当該教科用図書を発行できる相手方は他に存在せず、競争を許さ
ないことから会計法第２９条の３第４項に該当するため。

- 58,500 - - 義務教育諸学校等の教科書を購入するものであるため。 その他

平成２６年度後期用教
科用図書（一般図書）

初等中等教育
局長　小松　親
次郎

東京都千代田
区霞が関３－２
－２

平成26年9月1日

山梨県拡大写
本赤十字奉仕
団　委員長　松
土文恵

山梨県甲府市
池田一丁目６
番１号

契約の性質又は目的が競争を許さない
場合（会計法第29条の3第4項）

教育委員会等が採択した当該教科用図書を発行できる相手方は他に存在せず、競争を許さ
ないことから会計法第２９条の３第４項に該当するため。

- 90,000 - - 義務教育諸学校等の教科書を購入するものであるため。 その他

平成２６年度後期用教
科用図書（一般図書）

初等中等教育
局長　小松　親
次郎

東京都千代田
区霞が関３－２
－２

平成26年9月1日

一般社団法人
全国教科書供
給協会 会長
吉田　豊

東京都江東区
千石一丁目９
番２８号

契約の性質又は目的が競争を許さない
場合（会計法第29条の3第4項）

教育委員会等が採択した当該教科用図書を発行できる相手方は他に存在せず、競争を許さ
ないことから会計法第２９条の３第４項に該当するため。

- 3,309,328 - - 義務教育諸学校等の教科書を購入するものであるため。 その他

平成２６年度後期用教
科用図書（一般図書）

初等中等教育
局長　小松　親
次郎

東京都千代田
区霞が関３－２
－２

平成26年9月1日
東京書籍株式
会社 取締役社
長 川畑　慈範

東京都北区堀
船２丁目１７番
１号

契約の性質又は目的が競争を許さない
場合（会計法第29条の3第4項）

教育委員会等が採択した当該教科用図書を発行できる相手方は他に存在せず、競争を許さ
ないことから会計法第２９条の３第４項に該当するため。

- 16,111,936 - - 義務教育諸学校等の教科書を購入するものであるため。 その他
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平成２６年度後期用教
科用図書（一般図書）

初等中等教育
局長　小松　親
次郎

東京都千代田
区霞が関３－２
－２

平成26年9月1日

大日本図書株
式会社 取締役
社長 波田野
健

東京都文京区
大塚三丁目１
１番６号

契約の性質又は目的が競争を許さない
場合（会計法第29条の3第4項）

教育委員会等が採択した当該教科用図書を発行できる相手方は他に存在せず、競争を許さ
ないことから会計法第２９条の３第４項に該当するため。

- 2,812,025 - - 義務教育諸学校等の教科書を購入するものであるため。 その他

平成２６年度後期用教
科用図書（一般図書）

初等中等教育
局長　小松　親
次郎

東京都千代田
区霞が関３－２
－２

平成26年9月1日

開隆堂出版株
式会社 取締役
社長 大熊　隆
晴

東京都文京区
向丘１丁目１３
番１号

契約の性質又は目的が競争を許さない
場合（会計法第29条の3第4項）

教育委員会等が採択した当該教科用図書を発行できる相手方は他に存在せず、競争を許さ
ないことから会計法第２９条の３第４項に該当するため。

- 1,762,390 - - 義務教育諸学校等の教科書を購入するものであるため。 その他

平成２６年度後期用教
科用図書（一般図書）

初等中等教育
局長　小松　親
次郎

東京都千代田
区霞が関３－２
－２

平成26年9月1日

学校図書株式
会社代表 取締
役社長 奈良
威

東京都北区東
十条三丁目１
０番３６号

契約の性質又は目的が競争を許さない
場合（会計法第29条の3第4項）

教育委員会等が採択した当該教科用図書を発行できる相手方は他に存在せず、競争を許さ
ないことから会計法第２９条の３第４項に該当するため。

- 6,581,335 - - 義務教育諸学校等の教科書を購入するものであるため。 その他

平成２６年度後期用教
科用図書（一般図書）

初等中等教育
局長　小松　親
次郎

東京都千代田
区霞が関３－２
－２

平成26年9月1日

株式会社 三省
堂 代表取締役
社長 北口　克
彦

東京都千代田
区三崎町二丁
目２２番１４号

契約の性質又は目的が競争を許さない
場合（会計法第29条の3第4項）

教育委員会等が採択した当該教科用図書を発行できる相手方は他に存在せず、競争を許さ
ないことから会計法第２９条の３第４項に該当するため。

- 181,440 - - 義務教育諸学校等の教科書を購入するものであるため。 その他

平成２６年度後期用教
科用図書（一般図書）

初等中等教育
局長　小松　親
次郎

東京都千代田
区霞が関３－２
－２

平成26年9月1日

教育出版株式
会社代表 取締
役社長 小林
一光

東京都千代田
区神田神保町
２丁目１０番地

契約の性質又は目的が競争を許さない
場合（会計法第29条の3第4項）

教育委員会等が採択した当該教科用図書を発行できる相手方は他に存在せず、競争を許さ
ないことから会計法第２９条の３第４項に該当するため。

- 5,439,852 - - 義務教育諸学校等の教科書を購入するものであるため。 その他

平成２６年度後期用教
科用図書（一般図書）

初等中等教育
局長　小松　親
次郎

東京都千代田
区霞が関３－２
－２

平成26年9月1日

一般社団法人
信州教育出版
社 理事長 鈴
木 隆

長野県長野市
旭町１０９８

契約の性質又は目的が競争を許さない
場合（会計法第29条の3第4項）

教育委員会等が採択した当該教科用図書を発行できる相手方は他に存在せず、競争を許さ
ないことから会計法第２９条の３第４項に該当するため。

- 43,816 - - 義務教育諸学校等の教科書を購入するものであるため。 その他

平成２６年度後期用教
科用図書（一般図書）

初等中等教育
局長　小松　親
次郎

東京都千代田
区霞が関３－２
－２

平成26年9月1日

光村図書出版
株式会社 代表
取締役社長 常
田　寛

東京都品川区
上大崎２丁目
１９番９号

契約の性質又は目的が競争を許さない
場合（会計法第29条の3第4項）

教育委員会等が採択した当該教科用図書を発行できる相手方は他に存在せず、競争を許さ
ないことから会計法第２９条の３第４項に該当するため。

- 8,919,659 - - 義務教育諸学校等の教科書を購入するものであるため。 その他

平成２６年度後期用教
科用図書（一般図書）

初等中等教育
局長　小松　親
次郎

東京都千代田
区霞が関３－２
－２

平成26年9月1日

株式会社　新
興出版社啓林
館 代表取締役
佐藤　徹哉

大阪府大阪市
天王寺区大道
四丁目３番２５
号

契約の性質又は目的が競争を許さない
場合（会計法第29条の3第4項）

教育委員会等が採択した当該教科用図書を発行できる相手方は他に存在せず、競争を許さ
ないことから会計法第２９条の３第４項に該当するため。

- 3,166,430 - - 義務教育諸学校等の教科書を購入するものであるため。 その他

平成２６年度後期用教
科用図書（一般図書）

初等中等教育
局長　小松　親
次郎

東京都千代田
区霞が関３－２
－２

平成26年9月1日

日本文教出版
株式会社 代表
取締役社長
佐々木　秀樹

大阪府大阪市
住吉区南住吉
４丁目７番５号

契約の性質又は目的が競争を許さない
場合（会計法第29条の3第4項）

教育委員会等が採択した当該教科用図書を発行できる相手方は他に存在せず、競争を許さ
ないことから会計法第２９条の３第４項に該当するため。

- 10,043,147 - - 義務教育諸学校等の教科書を購入するものであるため。 その他
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契約担当官等の氏
名並びにその所属
する部局の名称

所在地
契約の相手方の
商号又は名称

住所

契約名称及び内容

契約担当官等の氏名並びにその所属
する部局の名称及び所在地

契約締結日 備考随意契約によらざるを得ない事由

随意契約
によらざる
を得ない

場合とした
財務大臣
通知上の
根拠区分

契約の相手方の商号又は名称及び
住所

随意契約によることとした会計法令の根拠条文 随意契約によることとした理由 予定価格 契約金額 落札率
再就職の
役員の数

無名異練上線紋鉢
文化庁次長　有
松　育子

東京都千代田
区霞が関３－２
－２

平成26年9月12日 伊藤　窯一
新潟県佐渡市
相川１－１

契約の性質又は目的が競争を許さない
場合（会計法第29条の3第4項）

当該文化財を所有する相手方はほかに存在せず、競争を許さないことから、会計法第29条の
3第4項に該当するため。

- 1,800,000 - - 契約の相手方が文化財の所有者に限定されるため。 ニ(ﾎ)

6 / 6 ページ


